
開 催 日 時 開 催 場 所 主なテーマおよび講師 単位数 連絡先

令和5年9月16日（土）
　　　　　17日（日）
16日：9：30 ～ 18：30
17日：9：30 ～ 14：30

※詳細は8/1号附録にて案内済み
第40回産業医学基礎（前期）研修会

北海道医師会館
（札幌市）
定員：80名

※下記URLよりお申し込みください
https://x.gd/DqMwD
（事前に申し込みが必要です）

＜16日(土)＞
・総論（2単位）

北海道大学環境健康科学研究教育センター特別招へい教授　岸　　玲子
・健康管理（2単位）

北海道大学大学院医学研究院社会医学分野公衆衛生学教室教授　玉腰　暁子
・メンタルヘルス対策（1単位）
・作業環境管理（2単位）
・作業管理（2単位）

旭川医科大学名誉教授　吉田　貴彦
＜17日(日)＞
・有害業務管理（2単位）
・健康保持増進（1単位）
・産業医活動の実際（2単位）

北海道産業保健総合支援センター所長　森　　　満

基礎研修 前期14

※左記8項目の研
修については、カ
ッコ内それぞれ
の単位の修得が
必要です。

北海道医師会
事業第三課

（011-231-1726）

令和5年10月6日（金）
19：00 ～ 21：00

※詳細は本号附録にて案内
かかりつけ医等うつ病対応力向上研修

苫小牧市民会館小ホール
（苫小牧市）
定員：100名
※下記URLよりお申し込みください
https://docs.google.com/forms/d/1I4RMIAIvDg
3jG3V--HebauY0td5h9ePShlbV9RqZFkE/edit
申込受付開始：9/11(月)8：00～

（事前に申し込みが必要です）

・かかりつけ医・産業医のためのうつ病の診断と対応
社会医療法人こぶし植苗病院理事長　片岡　昌哉

・演習：うつ症例への接し方
北海道立精神保健福祉センター所長　岡﨑　大介ほか 生涯研修

実地1・専門1

北海道医師会
事業第二課

（011-231-1725）

令和5年10月11日（水）
18：30 ～ 20：30

とかちプラザ
（帯広市）
定員：70名

（事前に申し込みが必要です）

・働き方改革関連法の概要と産業医の役割
アンビシャス総合法律事務所

弁護士･特定社会保険労務士　澤井　利之

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修 更新2

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年10月13日（金）
18：30 ～ 20：30

TKP札幌ホワイトビル
カンファレンスセンター

（札幌市）
定員：30名

（事前に申し込みが必要です）

・石綿関連疾患診断技術研修（読影研修）
北海道中央労災病院名誉院長　木村　清延

院長　大塚　義紀
※ 石綿関連の専門的な研修です。画像を用い
て参加者と一問一答で進めます。

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修 実地2

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年10月17日（火）
18：30 ～ 20：30

北見プラザホテル
（北見市）
定員：40名

（事前に申し込みが必要です）

・改正健康増進法による職場の喫煙対策の新たな展開
JR札幌病院保健管理部長　佐藤　広和

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修 専門2

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年10月19日（木）
18：30 ～ 20：30

稚内建設会館
（稚内市）
定員：30名

（事前に申し込みが必要です）

・治療と仕事の両立支援（事例検討）
北海道労働保健管理協会医療本部長　飯田　和久

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修
実地1・専門1

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年10月19日（木）
18：30 ～ 22：30

※詳細は本号附録にて案内
 第4回産業保健研修会

北海道ホテル
（帯広市）
定員：80名

※下記URLよりお申し込みください
https://x.gd/tq8uS
申込受付開始：9/6(水)8：30～

（事前に申し込みが必要です）

・ビデオ研修
・法規の解説

帯広労働基準監督署
・健康管理と健康づくりについて
  －定年延長と職場のメンタルヘルス－
医療法人資生会臨床精神医学研究所長　中野　倫仁

・産業医活動の実際
  －メンタルヘルス不調の休職と復職－

医療法人風のすずらん会美唄すずらんクリニック院長　築島　　健

基礎研修
実地1・後期3

生涯研修
更新1・実地1・専門2

北海道医師会
事業第三課

（011-231-1726）

令和5年10月20日（金）
18：30 ～ 20：30

釧路市生涯学習センターまなぼっと
（釧路市）
定員：45名

（事前に申し込みが必要です）

・働き方改革関連法の概要と産業医の役割
アンビシャス総合法律事務所

弁護士･特定社会保険労務士　澤井　利之

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修 更新2

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年10月20日（金）
18：30 ～ 21：30

小樽市医師会館
（小樽市）
定員：80名

・ビデオ研修
・第14次労働災害防止計画及び労働衛生分野における最近の法令改正等について

小樽労働基準監督署長　金曽　恵一
・最近の日本の労働者の労働状況・生活状況の変化

北海道産業保健総合支援センター所長　森　　　満

基礎研修
実地1・後期2

生涯研修
更新1・実地1・専門1

小樽市医師会
（0134-22-4111）

※駐車場に関するお問
合せはご遠慮ください

日医認定産業医制度研修会開催一覧
◇産業保健部◇

詳細につきましては主催元（下記「連絡先」欄）へお問い合わせください。
＊今後の状況により開催が延期・中止となる場合がございます。
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開 催 日 時 開 催 場 所 主なテーマおよび講師 単位数 連絡先

令和5年10月25日（水）
18：30 ～ 20：30

旭川市大雪クリスタルホール
（旭川市）
定員：50名

（事前に申し込みが必要です）

・労働安全衛生法の新たな化学物質規制
  －化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任について－

中央労働災害防止協会北海道安全衛生サービスセンター
技術専門役・衛生管理士・第1種作業環境測定士　石塚　久美

※同一年度内に同テーマの研修会を受講された方、される方は受講不可

生涯研修 更新2

北海道産業保健
総合支援センター

（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

令和5年11月17日（金）
9：40 ～ 17：00

北海道自治労会館
（札幌市）
定員：60名
受講料：
THP登録者 21,780円
中災防協会賛助会員 21,780円
一般 24,200円

(事前に申し込みが必要です）

－令和5年度第20回実務向上研修－
・働く人の健康づくりの動向

中央労働災害防止協会
・高齢期の健康維持・増進と就労について

桜美林大学大学院国際学術研究科特任教授/国立長寿医療研究センター理事長特任補佐　
鈴木　隆雄

・テレワーク時代の上司のコミュニケーション
  －全員が活躍する職場づくり－
株式会社FeelWorks代表取締役　前川　孝雄

※お申し込みはこちらから
https://www.jisha.or.jp/hokkaido/seminar/a3160_skil_up.html

生涯研修 専門5

中央労働災害防止協会
北海道安全衛生
サービスセンター

（011-512-2031）

受講資格：
健康測定専門研修修了医
師、日医認定産業医およ
びTHP指導者養成専門研

修修了者

全て受講した場合のみ単位付与

令和5年11月25日（土）
　　　　　 26日（日）
25日：13：00 ～ 18：00
26日： 9：00 ～ 17：00

※詳細は10/1号附録にて案内予定
第29回産業医学基礎(後期)研修会

北海道医師会館
（札幌市）
定員：80名

※申込受付開始：10/6(金)以降

（事前に申し込みが必要です）

＜25日(土)＞
・治療と仕事の両立支援

北海道医療大学看護福祉学部生命基礎科学講座教授　西　　　基
ほか4題

＜26日(日)＞
・認知行動療法ABC
  －心理療法入門－

札幌心身医療研究所長　久村　正也
ほか6題

基礎研修 後期12
 ↓　

25日－5単位
26日－7単位
計 12単位

北海道医師会
事業第三課

（011-231-1726）

＊開催日が太字のものは、本号より新たに掲載されたもので、現在日医認定産業医制度指定研修会として日本医師会に承認申請中です。

注１：新規認定のためには、基礎研修50単位以上（前期研修14単位以上、実地研修10単位以上、後期研修26単位以上の合計 50単位以上）の
修得が必要です（前期研修については、総論2単位・健康管理2単位・メンタルヘルス対策1単位・健康保持増進1単位・作業環境管理2
単位・作業管理2単位・有害業務管理2単位・産業医活動の実際2単位のそれぞれの単位修得が必須）。

注２：更新認定のためには、認定取得後の5年間に生涯研修20単位以上（更新研修、実地研修、専門研修各1単位以上の合計20単位以上）の
修得が必要です。

紋 別 市 開業医誘致等助成制度のご案内

　診療所の開設等にかかる費用を、最大で8,000万円助成します。
　在宅医療に積極的に取り組む場合は、さらに1,200万円助成します。

◆助成金の種類

土地・建物・医療機器等の
　取得価格・賃借料（最大５年間）の２分の１

最大7,000万円

土地・建物・医療機器等の
　固定資産税相当額（最大５年間）の２分の１

最大1,000万円

在宅療養支援診療所等の施設基準の要件に
　１年以上該当した場合

一律1,200万円

◆制度に関するご相談・お問い合わせはこちらまで

　紋別市 保健福祉部 地域医療対策担当 TEL 0158-28-5211　FAX 0158-28-5212
　〒094-0007北海道紋別市落石町４丁目16-26（紋別市休日夜間急病センター内）

　E-mail：hoken-center2@city.mombetsu.lg.jp　
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